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企業価値及び株主共同の利益の確保・向上のための取組みとしての 

適正な対応方針(買収防衛策)の更新に関するお知らせ 

 

 

 当社は、平成 21 年 6 月 25 日開催の当社第 165 回定時株主総会(以下｢本株主総会｣とい

います。)において、第 7 号議案として承認された｢企業価値及び株主共同の利益の確保・

向上のための新株予約権の無償割当等承認決議更新の件｣(以下｢本承認決議｣といいま

す。)の内容に従い、本株主総会後に開催された取締役会におきまして、当社の企業価値

及び株主共同の利益の確保・向上のための新株予約権の無償割当てを活用した方策(以下

｢本プラン｣といいます。)の更新について以下のとおり決議いたしましたのでお知らせい

たします。 

 当社は、平成 18 年 6 月 28 日開催の当社第 162 回定時株主総会における株主の皆様のご

承認(以下｢平成 18 年承認決議｣といいます。)に基づき、同日取締役会決議により新株予

約権の無償割当てを活用した方策を導入し、平成 19 年 6 月 27 日及び平成 20 年 6 月 26 日

の取締役会においてその継続を決議してまいりましたが、平成 18 年承認決議の有効期間

が本株主総会の終結後最初に開催される取締役会終結時点とされておりますことを受け、

本株主総会において改めて承認決議を更新いたしました。本承認決議に基づく本プランの

基本的な内容につきましては、平成 21 年 5 月 14 日付当社プレスリリース｢企業価値及び

株主共同の利益の確保・向上のための取組みとしての適正な対応方針(買収防衛策)の更新

に関するお知らせ｣において開示いたしましたとおりです。 

 株主総会による本承認決議の有効期間は 3 年間であり、本プランは、毎年本承認決議の

範囲内で取締役会決議により細部の見直しを行うことを基本としております。今回、昨年

6 月 26 日の取締役会で決議されたプランから、上場会社の株券の電子化など関係法令の整

備等のほか、株主の皆様から新たにご承認いただいた本承認決議の内容を踏まえて所要の

変更を行いました。本プランにおけるその他の点についての基本的内容は、昨年決議した

ものから大きな変更はございません。 

 本プランの内容等は以下のとおりです。なお、本プランに関する新株予約権についての

発行登録も改めて行います。 

1 



 

 １．用 語 

本プランにおいて使用される用語の意味は以下のとおりとする。 

(1)  ｢本新株予約権｣とは、本プランに従い発行される特定買収者等の行使に制約が

付された新株予約権をいう。 

(2)  ｢特定買収行為｣とは、次の①②のいずれかに該当する行為をいう。 

①  下記(a)ないし(d)のいずれかに該当する行為。なお、下記(a)ないし(d)に

かかわらず、当社が行う株券等(金融商品取引法第 27 条の 23 第 1 項。以下別

段の定めのない限り同じ。)の発行又は自己の株券等の処分(当社が行う合

併、株式交換、株式移転、会社分割に伴って行われるものを含む。)による当

社の株券等の取得行為は含まれない。 

(a) 金融商品取引法第 27 条の 2 第 1 項に規定される｢買付け等｣(株券等

(金融商品取引法第 27 条の 2 第 1 項。下記１(2)②において同じ。)

の買付けその他の有償の譲受け及びこれに類するものとして金融商

品取引法施行令第 6 条第 3 項に定める行為をいう。)によりその者の

当社の株券等の株券等保有割合(金融商品取引法第 27 条の 23 第 4

項)が 20％以上となる行為 

(b) 上記(a)以外の態様で金融商品取引法第 27 条の 23 第 1 項又は第 3 項

に規定される｢保有者｣に該当することで当社の株券等に係る株券等

保有割合が 20％以上となる行為 

(c) 当社の株券等の保有者の共同保有者(金融商品取引法第 27 条の 23 第

5 項)に該当することで当社の株券等に係る株券等保有割合が 20％以

上となる行為 

(d) 当社の株券等の保有者と金融商品取引法第 27 条の 23 第 6 項に定める

関係を有することとなることで当社の株券等に係る株券等保有割合

が 20％以上となる行為 

② 買付け等の後の株券等所有割合(金融商品取引法第 27 条の 2 第 8 項。但し、

公開買付者(金融商品取引法第 27 条の 3 第 2 項)の特別関係者(金融商品取引法

第 27 条の 2 第 7 項)の株券等所有割合との合計とする。)が 20％以上となる当

社の株券等の公開買付けの開始行為。 

 公開買付開始公告が行われた日の翌営業日が到来したことをもって｢特定買

収行為を行った｣ものとする。 

｢買付け等の後の株券等所有割合｣は当該公開買付けの公開買付届出書の記載

によって判定されるものとする。 

(3) ｢特定買収者｣とは、特定買収行為を行った者で、特定買収行為を行った時点

(上記１(2)①②のいずれか早い時点とする。)までに確認決議を得なかった者をい

う。但し、当社、当社の子会社、当社又は当社の子会社の従業員持株会及びかか

る従業員持株会のために当社株式を保有する者、並びに当社の行った自己の株券
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等の取得若しくは消却その他当社の行った発行済株式総数若しくは議決権の総数

を減少させる行為又は本新株予約権の行使若しくは強制取得の行為のみに起因し

て株券等保有割合が 20％以上となった者(但し、その者の株券等保有割合が当該

行為以外の態様によってその後に 1％以上増加することとなった場合を除く。)

は、｢特定買収者｣に該当しない。 

(4) ｢特定大量保有者｣とは、特定買収者のうち、上記１(2)①に定める特定買収行

為を行った者をいう。 

(5) ｢特定公開買付者｣とは、特定買収者のうち、上記１(2)②に定める特定買収行

為を行った者をいう。なおその後に｢特定大量保有者｣に該当することとなった者

は｢特定大量保有者｣として取り扱われるものとする。 

(6) ｢特定買収者等｣とは、以下のいずれかに該当する者をいう。 

(a)  特定大量保有者 

(b) 特定大量保有者の共同保有者(金融商品取引法第 27 条の 23 第 5 項、

第 6 項) 

(c) 特定公開買付者 

(d) 特定公開買付者の特別関係者(金融商品取引法第 27 条の 2 第 7 項) 

(e) 以下のいずれかに該当すると取締役会が合理的に認めた者 

 (ⅰ) 上記１(6)(a)ないし(d)に該当する者から当社の承認なく本新株

予約権を譲り受け又は承継した者 

     (ⅱ) 上記１(6)(a)ないし(e)(ⅰ)に該当する者の｢関連者｣。｢関連者｣

とは、実質的にその者を支配し、その者に支配され若しくはそ

の者と共同の支配下にある者、又はその者と協調して行動する

者をいう。組合その他のファンドに係る｢関連者｣の判定におい

ては、ファンド・マネージャーの実質的同一性その他の諸事情

が勘案される。なお、当社株券等に関する名義貸し若しくは借

株、又は本新株予約権の行使若しくは取得により将来発行され

る当社株券等の移転その他これに準ずる特段の合意を上記１

(6)(a)又は(b)に該当する者との間で行っている者について、取

締役会は当該１(6)(a)又は(b)に該当する者の｢関連者｣とみなす

ことができる。 

(7) ｢買収提案｣とは、下記２(3)①に定める必要情報が記載された特定買収行為に

関する提案をいう。 

(8) ｢買収提案者｣とは、買収提案を行った者をいう。 

(9) ｢確認決議｣とは、特定の買収提案に対して本新株予約権の無償割当てを行わ

ない旨の取締役会決議をいう。 

(10) ｢勧告決議｣とは、特定の買収提案について取締役会が確認決議を行うべきで

ある旨を勧告する企業価値委員会の決議をいう。 
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 ２．本プランの内容 

(1) 新株予約権の無償割当て 

 本プランに従い特定買収者が出現した場合にその効力が生じる本新株予約権の

無償割当て(会社法第 277 条)の内容は、別紙に定めるとおりとする。なお、本新

株予約権について発行登録を行う。 

(2) 企業価値委員会 

①  常設の機関として企業価値委員会を設置する。 

②  企業価値委員会は、取締役会から付議される買収提案を検討し、勧告決議を

行うかどうかを審議するほか、取締役会から付議されるその他の事項を審議す

る。 

③  企業価値委員会の決議は、全委員の過半数により行う。 

④  企業価値委員会の委員は 3 名以上とし、毎年の定時株主総会後に開催される

取締役会において当社社外役員の中から選任されるものとする。 

⑤  企業価値委員会の委員として奥村有敬氏(社外取締役)、三村明夫氏(社外取

締役)、竹内昭氏(社外監査役)、河和哲雄氏(社外監査役)及び伏屋和彦氏(社外

監査役)を選任する。 

(3) 買収提案者出現時の手続 

①  取締役会は、特定買収行為を企図する者に対して、買収提案をあらかじめ

書面により当社に提出し確認決議を求めるよう要請するものとし、特定買収

行為を企図する者は、その実行に先立ち、買収提案を提出して確認決議を求

めるものとする。 

買収提案には、以下に掲げられる事項を含む当社が合理的に求める必要情

報が記載されなければならない。なお、取締役会は、本プランの迅速な運営

を図る観点から、必要情報が不足していることにより買収提案とは認められ

ない提案につき、当該当社株式の取得に係る提案を行った者に対し、必要に

応じて回答期限を設定し情報提供を要請する場合がある。 

1) 特定買収行為を企図する者(グループ会社その他の関係者を含む。)に関

する事項 

2) 買収の目的 

3) 買収後の当社の経営方針と事業計画 

4) 対価の算定根拠 

5) 買収資金の裏付け 

6) 当社の利害関係者に与えうる影響 

7) その他、下記④の判断に関連する情報として当社が合理的に求めるもの 

②  取締役会は、買収提案を受領した場合、当該買収提案を企業価値委員会に

速やかに付議し、またその旨を法令の要請に従い開示するものとする。 
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③  企業価値委員会は、買収提案を検討し、当該買収提案について勧告決議を

行うかどうかを審議するものとする。企業価値委員会の決議結果は開示され

るものとする。企業価値委員会の検討・審議期間は、十分な必要情報が記載

された買収提案の取締役会による受領後 60 営業日(対価を円貨の現金のみと

した買付上限株数を設けない買収提案以外の場合には 90 営業日。)を目安と

し、合理的理由によりこれらの期間が延びる場合には、当該理由を開示する

ものとする。 

④  企業価値委員会における勧告決議の検討・審議は、当該買収提案が企業価

値及び株主共同の利益の確保・向上に適うものであるかどうかの観点から真

摯に行われるものとする。なお、企業価値委員会は、以下に掲げる事項がす

べて充たされていると認められる買収提案については、勧告決議を行わなけ

ればならないものとし、また、以下に掲げる事項の一部を充たさない買収提

案であっても企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に照らして相当であ

ると認められる場合には勧告決議を行うものとする。 

1)  下記のいずれの類型にも該当しないこと 

(a) 株式を買い占め、その株式について当社又はその関係者に対して高値

で買取りを要求する行為 

(b) 当社を一時的に支配して当社の重要な資産等を移転させるなど、当

社の犠牲の下に買収提案者又はそのグループ会社その他の関係者の

利益を実現する経営を行う行為 

(c) 当社の資産を買収提案者又はそのグループ会社その他の関係者の債

務の担保や弁済原資として流用する行為 

(d) 当社の経営を一時的に支配して将来の事業展開、商品開発等に必要

な資産や資金を減少させるなど、当社の継続的発展を犠牲にして一

時的な高いリターンを得ようとする行為 

(e) その他、当社の株主、取引先、顧客、従業員等を含む当社の利害関

係者の利益を不当に害することで買収提案者又はそのグループ会社

その他の関係者が利益をあげる態様の行為 

2) 当該買収提案に係る取引の仕組み及び内容等が、関連する法令及び規則等

を遵守したものであること 

3) 当該買収提案に係る取引の仕組み及び内容が、買収に応じることを当社株

主に事実上強要するおそれがあるものではないこと 

4) 当該買収提案を検討するために必要でかつ虚偽のない情報が、当社の要請

等に応じて適時に提供されていること、その他本プランの手続に即した真

摯な対応がなされていること 

5) 当該買収提案を当社が検討(代替案を検討し当社株主に対して提示するこ

とを含む。)するための期間(買収提案の受領日から 60 営業日(対価を円貨
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の現金のみとした買付上限株数を設けない買収提案以外の場合には 90 営

業日。なお、これらの日数を超える合理的理由がある場合は当該日数。))

が確保されていること 

6) 当社の企業価値及び株主共同の利益に照らして不十分又は不適切であると

認められる条件による提案ではないこと 

7) その他企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に適うものであると合理

的に認められること 

⑤ 取締役会の確認決議は、企業価値委員会の勧告決議に基づいてなされるもの

とする。取締役会は、企業価値委員会から勧告決議がなされた場合、取締役と

しての善管注意義務に明らかに反する特段の事情がない限り、速やかに確認決

議を行わなければならないものとし、確認決議を受けた買収提案に対して本新

株予約権の無償割当てを行うことができないものとする。 

(4) 特定買収者出現時の対応 

① 特定大量保有者が出現した場合(出現の有無は、当社に提出された大量保有

報告書その他適切な方法により判断する。)、取締役会は、特定買収者の出現

を認識した旨の開示及び無償割当基準日、無償割当効力発生日その他本新株

予約権の無償割当てに関する必要事項を決定する決議を行い、決定された事

項を公表の上、本新株予約権の無償割当てを実行するものとする。 

②  特定買収行為に該当しうる公開買付けが開始された場合(公開買付届出書そ

の他適切な方法により判断する。)、取締役会は、特定買収者の出現を認識し

た旨の開示及び無償割当基準日、無償割当効力発生日その他本新株予約権の

無償割当てに関する必要事項を決定する決議を行い、決定された事項を公表

の上、本新株予約権の無償割当てを実行するものとする。 

③  取締役会は、無償割当基準日の前で取締役会が別途定める日(但し、無償割

当基準日の 3 営業日前の日以降の日を定めることはできない。)までに以下の

いずれかの事由が生じた場合に限り、当該日までに、上記２(4)①又は②によ

り決議を行った本新株予約権の無償割当ての効力を生じさせない旨を決議す

ることができるものとする。 

1) 特定買収者の株券等保有割合が 20％を下回った旨の大量保有報告書が特

定買収者から提出された場合 

2) 上記１(2)②に定める特定買収行為に該当する公開買付けが開始された場

合で、当該公開買付けが終了し又は撤回され、その結果、無償割当基準日

の 4 営業日前までに株券等保有割合が 20％以上となる当社株券等の保有

者が出現しないこととなった場合 

3) 1)2)のほか、当該特定買収行為による脅威がなくなったと取締役会が合理

的に認めた場合 
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 ３．本プランの有効期間等 

(1) 本プランの有効期間は、平成 22 年に開催される定時株主総会後最初に開催さ

れる取締役会の終結の時までとする(なお、本プランの前提となる本承認決議の

有効期間は、平成 24 年に開催される定時株主総会後最初に開催される取締役会

の終結の時までである。)。但し、その時点で特定買収者が出現している場合に

は、当該特定買収者に対する措置としてその効力が存続する。 

(2) 本プランの運用に当たって当社が行う｢株券等保有割合｣、｢保有者｣、｢共同保

有者｣、｢株券等所有割合｣、｢特別関係者｣、｢特定買収者等｣、｢関連者｣、｢実質保

有｣その他の必要事項の確認又は認定等は、当該確認又は認定等が必要な時点に

おいて当社が合理的に入手できた情報に依拠して行うことができるものとする。 

(3) 本決議において、金融商品取引法(昭和 23 年 4 月 13 日法律第 25 号。その後の

改正を含む。)の規定に依拠して定義されている用語については、同法に改正が

なされた場合には、同改正後の規定において相当する用語に読み替えられるもの

とする。また、本決議で引用する法令の規定は、平成 21 年 6 月 25 日現在施行さ

れている規定を前提にしたものであり、同日以降、法令の改廃により上記各項に

定める条項又は用語に修正を加える必要が生じた場合には、当社取締役会におい

て、当該改廃の趣旨を踏まえて、適宜合理的範囲内で読み替えることができるも

のとする。 

 

 

 

以上 
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別紙 本新株予約権及び無償割当ての内容 

 

一 本新株予約権の内容は以下のとおりとする。 

１． 本新株予約権の目的となる株式の種類 

当社普通株式 

 

２． 本新株予約権の目的となる株式の数 

 新株予約権 1 個当たりの目的となる株式の数は、2 株以下で取締役会が別途定める

数とする。 

 

３．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

 新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は 1 円に各新株予

約権の目的となる株式の数を乗じた額とする。 

 

４． 本新株予約権を行使することができる期間 

 無償割当効力発生日以後の日から開始する取締役会が別途定める一定の期間。ま

た、行使期間の最終日が行使に際して払い込まれる金銭の払込取扱場所の休業日に当

たるときは、その前営業日を最終日とする。 

 

５． 本新株予約権の行使の条件 

(1)  特定買収者等が保有する本新株予約権(実質的に保有するものを含む。)は、行

使することができない。 

(2)  新株予約権者は、当社に対し、上記５(1)の条件を充足していること(第三者の

ために行使する場合には当該第三者が上記５(1)の条件を充足していることを含

む。)についての表明・保証条項、補償条項その他当社が定める事項を記載した

書面、合理的範囲内で当社が求める条件充足を示す資料及び法令等により必要と

される書面を提出した場合に限り、本新株予約権を行使することができるものと

する。 

(3)  適用ある外国の証券法その他の法令上、当該法令の管轄地域に所在する者によ

る本新株予約権の行使に関し、所定の手続の履行又は所定の条件の充足が必要と

される場合、当該管轄地域に所在する者は、当該手続及び条件がすべて履行又は

充足されていると当社が認めた場合に限り、本新株予約権を行使することができ

る。なお、当社が上記手続及び条件を履行又は充足することで当該管轄地域に所

在する者が本新株予約権を行使することができる場合であっても、当社としてこ

れを履行又は充足する義務を負うものではない。 

(4)  上記５(3)の条件の充足の確認は、上記５(2)に定める手続に準じた手続で取締
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役会が定めるところによる。 

 

６． 本新株予約権の行使手続等 

(1)  本新株予約権の行使は、当社所定の新株予約権行使請求書に、行使する新株予

約権の個数、対象株式数及び住所等の必要事項その他取締役会決議により別途定

められる必要事項を記載し、これに記名捺印した上、取締役会決議により別途定

める必要書類を添えて取締役会決議にて別途定める払込取扱場所に提出し、か

つ、上記３に規定する価格の全額を当該払込取扱場所に払い込むことにより行わ

れるものとする。 

(2)  本新株予約権の行使請求の効力は、上記６(1)の規定に従い、行使に係る新株

予約権行使請求書及び添付書類が払込取扱場所に到着した時に生じるものとす

る。本新株予約権の行使の効力は、かかる新株予約権の行使請求の効力が生じた

場合であって、かつ、当該行使に係る新株予約権の目的たる株式の行使価額全額

に相当する金額が払込取扱場所において払い込まれたときに生じるものとする。 

 

７． 譲渡承認 

 譲渡による新株予約権の取得には、取締役会(又は会社法第 265 条第 1 項但書の規

定に従い取締役会が定める機関)の承認を要する。 

 

８． 取得条項 

(1)  当社は、無償割当効力発生日以後の日で取締役会が定める日において、未行使

の本新株予約権で上記５(1)(2)の規定に従い行使可能な(すなわち特定買収者等

に該当しない者が保有する)もの(上記５(3)に該当する者が保有する本新株予約

権を含む。下記８(2)において｢行使適格本新株予約権｣という。)について、取得

に係る本新株予約権の数に、本新株予約権 1 個当たりの目的となる株式の数を乗

じた数の整数部分に該当する数の当社普通株式を対価として取得することができ

る。 

(2)  当社は、無償割当効力発生日以後の日で取締役会が定める日において、未行使

の本新株予約権で行使適格本新株予約権以外のものについて、取得に係る本新株

予約権と同数の新株予約権で特定買収者等の行使に制約が付されたもの(譲渡承

認その他取締役会が定める内容のものとする。)を対価として取得することがで

きる。なお、当該取得の対価として現金の交付は行わない。 

(3)  本新株予約権の強制取得に関する条件充足の確認は、上記５(2)に定める手続

に準じた手続で取締役会が定めるところによる。 

 

９． 資本金及び準備金に関する事項 

 本新株予約権の行使及び取得条項に基づく取得等に伴い増加する資本金及び資本準
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備金に関する事項は、法令の規定に従い定める。 

 

10． 端 数 

 本新株予約権を行使した者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数があるとき

は、これを切り捨てる。但し、当該新株予約権者に交付する株式の数は、当該新株予

約権者が同時に複数の新株予約権を行使するときは各新株予約権の行使により交付す

る株式の数を通算して端数を算定することができる。 

 

11． 新株予約権証券の発行 

 本新株予約権については新株予約権証券を発行しない。 

 

二  本新株予約権の無償割当ての内容は以下のとおりとする。 

１． 株主に割り当てる本新株予約権の数 

 当社普通株式(当社の有する普通株式を除く。)1 株につき本新株予約権 1 個の割合

で割り当てることとし、割り当てる本新株予約権の総数は、無償割当基準日における

当社の最終の発行済株式総数(但し、当社の有する普通株式の数を除く。)と同数とす

る。 

 

２． 本新株予約権の無償割当ての対象となる株主 

 無償割当基準日における当社の最終の株主名簿に記載又は記録された当社普通株式

の全株主(但し、当社を除く。) 

 

３． 本新株予約権の無償割当の効力発生日 

 無償割当基準日以降の日で取締役会が別途定める日 

 

 

以 上 
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